
    
消
費
者
被
害
の
防
止
及
び
そ
の
回
復
の
促
進
を
図
る
た
め
の
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す 

る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

書
面
交
付
の
電
子
化
に
関
す
る
消
費
者
の
承
諾
の
要
件
を
政
省
令
等
に
よ
り
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
消
費
者
が
承
諾
の

意

義

・

効

果

を

理

解

し

た

上

で

真

意

に

基

づ

く

明

示

的

な

意

思

表

明

を

行

う

場

合

に

限

定

さ

れ

る

こ

と

を

確

保

す

る

た

め
、
事
業
者

が
消
費

者
か
ら
承
諾

を
取
る

際
に
、
電
磁

的
方
法

で
提
供
さ
れ

る
も
の

が
契
約
内
容

を
記
し

た
重
要
な
も

の

で
あ
る
こ
と

や
契
約

書
面
等
を
受

け
取
っ

た
時
点
が
ク

ー
リ
ン

グ
・
オ
フ
の

起
算
点

と
な
る
こ
と

を
書
面

等
に
よ
り
明

示

的

に

示

す

な

ど

、

書

面

交

付

義

務

が

持

つ

消

費

者

保

護

機

能

が

確

保

さ

れ

る

よ

う

慎

重

な

要

件

設

定

を

行

う

こ

と

。

ま

た
、
高
齢
者

な
ど
が

事
業
者
に
言

わ
れ
る

ま
ま
に
本
意

で
な
い

承
諾
を
し
て

し
ま
う

こ
と
が
な
い

よ
う
、

家
族
や
第
三

者

の
関
与
な
ど
も
検
討
す
る
こ
と
。 

 

二 

書
面
交
付
の
電
子
化
に
関
す
る
承
諾
の
要
件
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
悪
質
業
者
の
手
口
や
消
費
者
被
害
の
実
態
を

十
分
に
踏
ま

え
た
上

で
、
学
識
経

験
者
、

消
費
者
団
体

、
消
費

生
活
相
談
員

等
の
関

係
者
に
よ
る

十
分
な

意
見
交
換
を

尽

く
す
こ
と
。 

 

三 

デ
ジ
タ
ル
機
器
に
不
慣
れ
な
高
齢
者
や
障
が
い
者
が
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
利
用
し
た
新
手
の
消
費
者
取
引
の
ト
ラ
ブ
ル
や

悪
質
業
者
に

よ
る
訪

問
販
売
等
の

被
害
に

遭
う
こ
と
を

効
果
的

に
防
止
・
救

済
す
る

た
め
、
き
め

細
か
な

情
報
提
供
や

見

守
り
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

に
よ
る
声
掛

け
体
制

の
整
備
を
地

方
公
共

団
体
に
お
い

て
一
層

強
力
に
展
開

で
き
る

よ
う
、
消
費

者

庁
は
財
政
措
置
を
含
む
実
効
性
あ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

令

和

三

年

六

月

四

日 

参

議

院

地

方

創

生

及

び 

消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会 



四 

デ
ジ
タ
ル
機
器
に
慣
れ
て
い
て
も
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
や
す
い
若
年
者
に
対
し
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
利
用
し
た
新
手

の
取
引
被
害

や
悪
質

業
者
に
よ
る

連
鎖
販

売
取
引
の
被

害
を
効

果
的
に
防
止

・
救
済

す
る
た
め
、

成
年
年

齢
引
下
げ
の

施

行

時

期

が

令

和

四

年

四

月

一

日

に

迫

っ

て

い

る

こ

と

を

踏

ま

え

、

実

践

的

な

消

費

者

教

育

を

強

力

に

展

開

す

る

と

と

も

に
、
若
年
者

に
対
す

る
ク
レ
ジ
ッ

ト
・
ロ

ー
ン
の
過
剰

与
信
を

防
止
す
る
業

界
の
自

主
的
取
組
の

効
果
を

検
証
し
、
必

要

に
応
じ
更
な
る
法
的
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 

五 

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
防
止
・
救
済
に
お
け
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
制
度
の
重
要
性
に
鑑
み
、
電
子
メ
ー
ル
等
に
よ
る
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
通
知
の
発
信
方
法
及
び
効
果
に
つ
い
て
、
消
費
者
及
び
事
業
者
に
対
し
十
分
な
周
知
策
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

六 

詐
欺
的
定
期
購
入
ト
ラ
ブ
ル
の
防
止
・
救
済
に
向
け
て
導
入
さ
れ
た
、
特
定
申
込
み
に
係
る
申
込
画
面
の
表
示
事
項
の

義

務

付

け

及

び

誇

大

広

告

の

禁

止

に

つ

い

て

、

定

期

購

入

契

約

の

う

ち

初

回

分

の

価

格

・

数

量

等

と

二

回

目

以

降

の

価

格
・
数
量
等
を
こ
と
さ
ら
分
離
し
て
表
示
す
る
手
口
な
ど
、
不
適
正
な
表
示
方
法
の
具
体
例
と
判
断
の
目
安
を
通
達
等
に

具
体
的
に
明
示
す
る
こ
と
。 

 

七 

詐
欺
的
定
期
購
入
ト
ラ
ブ
ル
が
急
増
し
て
い
る
事
態
に
鑑
み
、
現
行
法
下
に
お
け
る
広
告
画
面
や
申
込
確
認
画
面
に
つ
い

て
も
、
誤
認

を
招
き

や
す
い
表
示

方
法
の

具
体
例
を
通

達
等
の

見
直
し
に
よ

り
早
急

に
明
示
す
る

こ
と
、

並
び
に
悪
質

業

者
に
対
す
る
法
執
行
を
一
層
強
化
す
る
こ
と
に
取
り
組
む
こ
と
。 

 

八 

送
り
付
け
商
法
に
よ
り
注
文
が
な
い
の
に
一
方
的
に
送
り
付
け
ら
れ
た
商
品
は
、
消
費
者
が
直
ち
に
処
分
し
て
も
代
金

支
払
義
務
や
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
を
分
か
り
や
す
く
消
費
者
に
周
知
す
る
こ
と
。 

 

九 

関
係
省
庁
は
、
特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
法
律
と
金
融
商
品
取
引
法
や
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び

金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
と
の
間
に
隙
間
が
生
じ
な
い
よ
う
連
携
し
て
対
応
す
る
こ
と
。 

 

十 

関
係
省
庁
が
連
携
し
て
預
託
等
取
引
業
者
の
不
法
な
目
的
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
事
案
の
把
握
に
努
め
、
そ
の
よ
う
な
事

案
を
把
握
し

た
と
き

は
、
速
や
か

に
既
に

生
じ
た
被
害

救
済
及

び
被
害
防
止

の
た
め

の
措
置
を
講

ず
る
こ

と
。
ま
た
、

預



託
等
取
引
に

よ
る
被

害
拡
大
及
び

被
害
防

止
の
た
め
の

方
策
を

具
体
的
に
検

討
し
、

本
法
施
行
後

五
年
を

目
途
と
し
て

、

本
法
の
実
効
性
に
つ
い
て
検
証
を
行
い
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

十
一 
こ
れ
ま
で
販
売
預
託
商
法
等
に
よ
っ
て
多
数
の
消
費
者
被
害
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
加
害
者
の
不
当
な
収
益
を

は
く
奪
し
被

害
者
を

救
済
す
る
制

度
、
行

政
庁
及
び
特

定
適
格

消
費
者
団
体

に
よ
る

破
産
申
立
制

度
並
び

に
行
政
庁
に

よ

る
解
散
命
令

制
度
の

創
設
や
、
過

去
の
被

害
事
案
の
救

済
の
た

め
の
措
置
に

つ
い
て

、
消
費
者
裁

判
手
続

特
例
法
の
運

用

状
況
の
多
角
的
な
検
討
を
踏
ま
え
て
、
必
要
な
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

十
二 

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
防
止
・
救
済
の
相
談
窓
口
で
あ
る
全
国
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
資
格
を
有
す
る
消
費

生
活
相
談
員

の
人
材

確
保
が
困
難

と
な
っ

て
い
る
現
状

を
踏
ま

え
、
消
費
者

庁
は
国

又
は
地
方
公

共
団
体

に
お
け
る
消

費

生
活
相
談
員

を
目
指

す
人
材
の
養

成
講
座

の
開
催
等
の

施
策
を

推
進
す
る
よ

う
予
算

措
置
を
始
め

と
す
る

十
分
な
措
置

を

講
ず
る
こ
と
。 

 

十
三 

政
府
は
、
訪
問
販
売
や
電
話
勧
誘
販
売
に
お
け
る
高
齢
者
・
障
が
い
者
の
消
費
者
被
害
を
抜
本
的
に
予
防
す
る
た
め
、

幅
広
く
対
応
策
を
検
討
す
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


